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議第29号

京都市客引き行為等の禁止等に関する条例の制定について

　京都市客引き行為等の禁止等に関する条例を次のように制定する。

平成27年２月20日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市客引き行為等の禁止等に関する条例

目次

　第１章　総則（第１条～第７条）

　第２章　客引き行為等の禁止（第８条～第13条）

　第３章　客引き行為等対策審議会（第14条～第16条）

　第４章　雑則（第17条～第19条）

　第５章　罰則（第20条）

　附則

　　　第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は，公共の場所における安心かつ安全な通行を確保するた

め，客引き行為等の禁止その他客引き行為等を行わせないようにするため

の取組（以下「客引き行為等の禁止等」という。）に関し必要な事項を定

めることにより，市民及び観光旅行者その他の滞在者（以下「市民等」と

いう。）にとって安心かつ安全なまちづくりの推進，国際文化観光都市に

ふさわしいおもてなしを尊重する気運の醸成並びに悠久の歴史の中で培わ

れてきた本市の都市格の維持及び向上に資することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該

各号に定めるところによる。
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　⑴　客引き行為等　道路，公園その他の公共の場所において行われる次に

掲げる行為をいう。

　　ア　客引き行為（不特定の者の中から相手方を特定して，客となるよう

に誘う行為をいう。以下同じ。）

　　イ　客待ち行為（客引き行為をする目的で，相手方となるべき者を待つ

ことをいう。）

　　ウ　勧誘行為（役務に従事するよう特定の者を勧誘することをいう。以

下同じ。）

　　エ　勧誘待ち行為（勧誘行為をする目的で，相手方となるべき者を待つ

ことをいう。）

　⑵　商店会等　本市の区域内において活動する団体のうち，次のいずれか

に該当するものをいう。

　　ア　商店街振興組合

　　イ　事業者が組織する団体のうち，商店街の振興を目的として活動する

もの

　　ウ　事業者が組織する団体のうち，客引き行為等によらない商業の振興

を目的として活動するもの

（本市の責務）

第３条　本市は，客引き行為等の禁止等に関する次に掲げる施策を実施しな

ければならない。

　⑴　客引き行為等の禁止等に関する事業者及び市民等の意識の啓発

　⑵　商店会等と連携して行う，客引き行為等によらず商業を振興するため

の環境の整備

　⑶　客引き行為等の禁止等に関する商店会等又は自治組織（自治会，町内

会その他の地域住民の組織する団体をいう。以下同じ。）の自主的な活

動に対する支援

　⑷　前３号に掲げるもののほか，この条例の目的を達成するために必要な
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施策

２　本市は，前項の施策を推進するため必要があると認めるときは，京都府

その他の関係機関又は関係団体と連携するよう努めなければならない。

（事業者の責務）

第４条　事業者は，客引き行為等を行い，又は行わせることがないよう努め

なければならない。

２　事業者は，客引き行為等の禁止等に関する本市の施策に協力するものと

する。

３　事業者は，その事業活動を行う地域において，第１項の規定による責務

のほか，客の勧誘方法について自主的な規制を求める事業者（地域住民を

含む。）相互の間の取決め又は商慣習がある場合においては，これらを尊

重するよう努めなければならない。

（商店会等の責務）

第５条　商店会等は，その商店会等が活動する区域において客引き行為等が

行われることのない状況を実現するため，市民等が快適に飲食，買物等を

することができる環境の確保に努めなければならない。

２　客引き行為等禁止区域（第８条第１項に規定する客引き行為等禁止区域

をいう。次条において同じ。）を活動の範囲に含む商店会等は，巡回，啓

発その他の客引き行為等を行わせないための取組を自主的に推進するもの

とする。

（自治組織の役割）

第６条　客引き行為等禁止区域を活動の範囲に含む自治組織は，客引き行為

等が行われることのないまちづくりの推進に積極的な役割を果たすものと

する。

（市民等の協力）

第７条　市民等は，客引き行為等の禁止等に関する本市の施策に協力するも

のとする。
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　　　第２章　客引き行為等の禁止

（客引き行為等禁止区域の指定）

第８条　市長は，市民等の安心かつ安全な通行を確保するために客引き行為

等を禁止する必要があると認められる区域を客引き行為等禁止区域として

指定することができる。

２　市長は，客引き行為等禁止区域を指定しようとするときは，あらかじめ，

第14条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

３　市長は，客引き行為等禁止区域を指定したときは，これを告示するとと

もに，当該客引き行為等禁止区域内の見やすい場所に，別に定めるところ

により標識の設置又は標示をしなければならない。

４　客引き行為等禁止区域の指定は，前項の規定による告示によりその効力

を生じる。

（客引き行為等禁止区域における客引き行為等の禁止）

第９条　何人も，客引き行為等禁止区域において客引き行為等を行い，又は

行わせてはならない。

（指導及び勧告）

第10条　市長は，客引き行為等禁止区域において客引き行為等を行い，又は

行わせた者に対し，その行為をしてはならない旨を指導することができる。

２　市長は，前項の規定による指導を受けた者が客引き行為等禁止区域にお

いて当該指導に係る行為をしたときは，その者に対し，その行為をしては

ならない旨を勧告することができる。

（命令）

第11条　市長は，前条第２項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わ

ないときは，その者に対し，当該勧告に係る行為をしてはならない旨を命

じることができる。

（公表）

第12条　市長は，前条の規定による命令を受けた者が当該命令を受けた日か
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ら別に定める期間を経過した日（第20条において「経過日」という。）以

後に当該命令に違反したときは，次に掲げる事項を公表することができる。

　⑴　命令を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては，名称及び代表者の

氏名並びに主たる事務所の所在地）

　⑵　命令を受けた者が客引き行為等を行わせた者であり，かつ，当該行為

に係る店舗を営んでいる場合にあっては，その店舗の名称及び所在地

　⑶　命令の内容

　⑷　その他市長が必要と認める事項

（関係警察署長に対する協力依頼）

第13条　市長は，第10条第２項の規定による勧告又は第11条の規定による命

令を行おうとするときは，その必要の限度において，関係警察署長に対し，

情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

　　　第３章　客引き行為等対策審議会

（審議会）

第14条　客引き行為等禁止区域の指定その他この条例の施行に関する重要事

項について，市長の諮問に応じ，調査し，及び審議するとともに，当該事

項について市長に対し，意見を述べるため，京都市客引き行為等対策審議

会（以下「審議会」という。）を置く。

（審議会の組織）

第15条　審議会は，委員８人以内をもって組織する。

２　委員は，学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから，市

長が委嘱する。

（委員の任期）

第16条　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者

の残任期間とする。

２　委員は，再任されることができる。

　　　第４章　雑則
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（報告の徴収）

第17条　市長は，この条例の施行に必要な限度において，客引き行為等を行

い，又は行わせた者に対し，必要な報告を求めることができる。

（立入調査等）

第18条　市長は，この条例の施行に必要な限度において，市長が指定する職

員に，客引き行為等を行い，若しくは行わせている者の事務所，営業所そ

の他の場所に立ち入り，必要な調査をさせ，又は関係者に質問させること

ができる。

２　前項の規定により立入調査又は質問をする職員は，その身分を示す証明

書を携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならな

い。

３　第１項の規定による立入調査又は質問の権限は，犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。

（委任）

第19条　この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の

施行に関し必要な事項は，市長が定める。

　　　第５章　罰則

（過料）

第20条　次の各号のいずれかに該当する者は，50,000円以下の過料に処する。

　⑴　経過日以後に第11条の規定による命令に違反した者

　⑵　第17条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者

　⑶　第18条第１項の規定による立入調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，

又は質問に対して陳述せず，若しくは虚偽の陳述をした者

附 則

　この条例は，平成27年４月１日から施行する。ただし，第９条から第13条

まで，第17条，第18条及び第５章の規定は，同年９月１日から施行する。
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提案理由

　客引き行為等の禁止等に関し，条例を制定する必要があるので提案する。


